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１．調査概要 

►調査目的 

人口増、定住促進を見据えた「結婚、妊娠、出産、育児の切れ目ない支援」に関する予算活用開始にあたり、 

各自治体の現状把握を目的とした定量調査の実施を目的とする。 

今後の成功要因分析（定性調査を含む）に向けた布石としての位置づけとする。 

 

– 「少子化対策」として新しく掲げられた「結婚、妊娠、出産、育児の切れ目ない支援」に対する自治体の取り組み実態を把握する。 

– 結婚支援、出産、育児、定住施策まで、各フェーズにおいて、施策の有無を把握。 

– 実行されている具体的な内容を把握。 

 

- 「必要な」取組施策と、有効性の把握。具体的なアクションとして望まれることを整理する。 

– 自治体の少子化に向けた取組みに対し、「必要性」と「有効性」について確認。 

– 具体的なアクションとして必要なことを把握する。 

 

－各自治体の課題と官民連携で実現できることを整理する。 

– 各自治体の課題感、負を把握し、整理する。 

– 自治体の課題に対し、官民連携による課題解決の方向性を探る。 

 

►調査方法 

– 調査票のメール配信による回収調査 

 

 

►調査対象・回答者 

 

– 対象：一般社団法人 移住・交流推進機構（JOIN）会員自治体1102自治体 

– 回収：308件（2014年6月3日受渡し時点） 

– 市町村：295 県：13 

     

 

►調査期間 

– 2014年5月9日～5月末日 
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２．調査設計について 

-「少子化対策」として新しく掲げられた「結婚、妊娠、出産、育児の切れ目ない支援」に対する自治体の取り組み実態を把握する 
– 結婚支援、出産、育児、定住施策まで、各フェーズにおいて、施策の有無を把握 

– 実行されている具体的な内容を把握 

※政策区分に「雇用」は存在しなかったが、多くの回答が「雇用」に分類した方が適切であったので報告書においては「７．雇用」という区分があったと見做した。 

送付先　： info@iju-koryu.jp

ご担当部署 窓口連絡先

・担当窓口 (メールアドレス)

500万 カップル成立数 婚活支援室

（次年度も継続予定） 累計　婚姻組数200組 　山田課長補佐

１．  啓蒙・教育事業

（企業向けや地域住民向け等）

２．  婚活支援事業

（婚活、カップル誘致、プロ

ポーズ支援等）

３．  婚姻、挙式支援等

地域経済アップ事業

６．若い層に対するシティ
ブランド施策

（住宅支援、ＰＲ活動）

 （本フォ ーマットのデータをメール添付により提出ください。）

事業名

市営結婚相談窓口設置事業例]　　２．婚活支援事業

ＪＯＩＮ×リクルートマーケティングパートナーズ総研グループ調査事業［次世代 少子化対策に関する調査］入力フォーマット

Ｑ１．少子化対策、定住人口拡大に向けた政策、事業、担当窓口等についてお書きください。（取組詳細はＨＰ等のリンクまたは資料添付でもＯＫです）

自治体名　　　　　　　　　　　担当部課名

ご担当者（ご氏名）　　　　　　　　　　　（役職）

所在地

電話番号

メールアドレス

本調査結果サマリー　１.希望する　　２.不要

５．子育て支援事業

４．新婚世帯支援事業

政策区分
平成26年度
予算（円）

具体的な事業内容 成果指標 事業実施の背景と課題

sansa＠***.pref.go.jp
県内の企業との連携による結婚相談事業、婚活ツアー

開催（HP参照：http;//aaa.aaaa.a.jp）

人口流出数が２０％増で、これまでの定住策を見直し。国

の少子化対策を鑑みて初のマッチング事業を試みた
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-「必要な」取組施策と、有効性の把握。具体的なアクションとして望まれることを整理する。 
– 自治体の少子化に向けた取組みに対し、「必要性」と「有効性」について確認。

–具体的なアクションとして必要なことを把握する。

－各自治体の課題と官民連携で実現できることを整理する。 
– 各自治体の課題感、負を把握し、整理する。

– 自治体の課題に対し、官民連携による課題解決の方向性を探る。

Ｑ２：Ｑ１で、自治体における少子化対策、定住人口拡大において、最も「必要」だと思われる政策とその理由についてお書きください。

［解答欄］

１．行政ＰＲ戦略　　　２．消費者マーケティング　　３．地域間競争の戦略　４．若い人に向けた画期的な政策アイデア　５．国家的な政策予算　　６．自治体独自の財源　 

７.トップのリーダーシップ　８．人員体制　　９．縦割り組織の改革　　１０．.専門家の知見、派遣　　11．民間企業のノウハウや委託連携　１２．業務の外注化　１３．海外事例　　

1４．連携組織の発足　　  １５．ITスキルやWEBによるプラットフォーム　　１６．予算を通す裏付けとなる事前調査　１７．事業報告の裏付けとなる効果測定　

１８．既存の枠組みにとらわれない新たなソリューション　　１９．学生や住民によるボランティア　　２０．地域住民の理解　２１．中央省庁、県内行政組織内の理解

２２．その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ５：その他、少子化、定住人口拡大などに向けて、どのような連携や知見の共有が必要と考えているかお書きください。

［解答欄］

１．国・各省庁との連携　　　２．都道府県間の連携　　３．市町村間の連携　４．隣の自治体との連携　５．地域・地場企業との連携　　６．全国区の民間企業との連携　 

７．ＮＰＯ法人や地域連携　　８．地元出身者で首都圏に在住している人たちとの連携　９．海外組織との連携　１０．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）.

Ｑ６：少子化対策、定住人口拡大の獲得に対する、調査・事業などを民間企業との連携する際に、民間企業に期待することはありますか？

●「必要だと感じている項目」を下記から選び、該当する数字をご記入ください（いくつでも）。

●「必要だと感じている項目」を下記から選び、該当する数字をご記入ください（いくつでも）。

●最も「必要」だと感じている政策（例：３.挙式披露宴実施率上昇） ●具体的な理由　（例：地域経済には、挙式披露宴のインパクトも大きい、地方産品を活用した式が注目されている　）

●具体的理由　（例：近隣の市との人口獲得競争が激化している。単年ではなく5か年程度の中長期予算とマーケティングを実施すべき　）

●効果が出た政策　　（例：７シティブランド　策） ●具体的な理由　（例：年間予算１００万円だが、子育てコミュニティに対する情報提供を開始したところ、子育て層の移住が１０５％達成　）

Ｑ４：結婚～子育てまでの切れ目ない支援、若い層に対する「暮らしやすい街・子育てしやすい街」といったシティブランドプロモーション等の政策に対して、実現
のために「必要だと感じている項目」について、具体的な理由を教えてください。

Ｑ３：Ｑ１で、自治体における少子化対策、定住人口拡大で、「効果」が出ている政策と具体的な状況について、２つ程度お書きください。

●Ｑ４で最も「必要」だと感じている項目　　（例：１　ＰＲ戦略）

●Ｑ５で最も「必要」だと感じている項目　　（例：３　市町村間の連携） ●具体的理由　（例：事業の継続性の観点から市町村との連携は不可欠であるため　）

２．調査設計について
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３．調査報告アジェンダ  

►報告書主旨 

人口増、定住促進を見据えた「結婚、妊娠、出産、育児の切れ目ない支援」に関する予算活用開始にあたり、 

各自治体の現状把握を目的とした定量調査の実施を目的とする。 

今後の成功要因分析（定性調査を含む）に向けた布石としての位置づけとする。 

 

【調査報告】 自治体「少子化対策」実態と課題について 

►１：「結婚、妊娠、出産、育児の切れ目ない支援」に対する 

        自治体の取組み「実態」と「課題」を把握する。 

–１ 結婚支援、出産、育児、定住施策の各フェーズにおける実施率（％） 

-２ 各施策に関する予算平均額 

–３ 各事業の背景と課題（フリーアンサー抜粋） 

 

►2：「必要」な取組施策の把握と、「有効性」について  

      -１ 少子化対策に「最も必要」だと思われる取組（％） 

      -２ 「必要」だと思われる具体的な取組事例（フリーアンサー抜粋） 

      -３ 少子化対策として「有効」だと思われる取組（％） 

      -４ 「有効」だと思われる具体的な取組事例（フリーアンサー抜粋） 

    

►３：今後、施策の実現に向けた具体的に「必要なアクション」について 

   ～少子化対策・定住施策における新しい官民連携のカタチ。  

      -１ 少子化対策に向けたアクションに対する必要性（％） 

      -２ 地域や民間等との連携についての必要性（％） 

      -３ 少子化対策に向けて民間企業に期待すること（フリーアンサー抜粋) 

 

►４：考察 

 ～今後の少子化対策に向けての課題と、官民連携で実現できること 

   

【参考資料】 結婚、妊娠、出産、育児の切れ目ない支援政策 

►各自治体の具体的な政策事例について 



【調査報告】
自治体「少子化対策」実態と課題について

「結婚、妊娠、出産、育児の切れ目ない支援政策」
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１：「結婚、妊娠、出産、育児の切れ目ない支援」に対する自治体の取組み「実態」と「課題」を把握する 

１－１．結婚支援、出産、育児、定住施策の各フェーズにおける実施率（％） 

►市町村の「子育て支援事業」は68％の自治体が「実施」と回答。次いで、「結婚支援事業」の実施率が41％と高い。 

– 「結婚支援事業」についても、実施率が4割を超えている。 

– 「婚姻、挙式支援事業」など地域経済活性に関する事業も７％弱の実施率がみられる。 

 

■1-1

市町村 県(参考値)

１．啓蒙・教育・シティプロモーション事業
（企業、地域住民、広域プロモーション等）

15.7% 14.3% 46.2%

２．婚活支援事業
（婚活、カップル誘致、プロポーズ支援等）

42.8% 41.3% 76.9%

３．婚姻、挙式支援等地域経済アップ事業 6.5% 6.8% 0.0%

４．新婚世帯支援事業 12.7% 12.6% 15.4%

５．子育て支援事業 68.0% 67.6% 76.9%

結婚支援、出産、育児、定住施策の
各フェーズにおける実施率

実施率（％）

全体

回収：308件（市町村：295 県：13‐都道府県単位の回答数により参考値とした（以下同）） 
     

※設問の政策区分には、「若い層に対するシティブランド施策」があるが、回答内容から「啓蒙・教育事業」と合わせ、「１．啓蒙・教育・シティプロモーション事業」とした 
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１：「結婚、妊娠、出産、育児の切れ目ない支援」に対する自治体の取組み「実態」と「課題」を把握する

１－２．各施策に関する予算平均額

►市町村の支援事業費平均で最も高かったのは「子育て支援事業」で回答自治体の平均額は5230万円(0円抜き）、

「新婚世帯支援事業」予算の平均額は962万円だった。

■1-2

市町村 県(参考値) 市町村 県

１．啓蒙・教育・シティプロモーション事業
（企業、地域住民、広域プロモーション等）

3,364,116 3,200,995 3,828,385 50 37 13

２．婚活支援事業
（婚活、カップル誘致、プロポーズ支援等）

2,300,301 1,523,123 12,144,556 73 64 9

３．婚姻、挙式支援等地域経済アップ事業 6,746,067 6,746,067 15 15

４．新婚世帯支援事業 9,348,775 9,619,817 4,334,500 38 36 2

５．子育て支援事業 50,920,187 52,298,990 4,653,667 278 269 9

平均予算(0円抜き）

全体

平均予算(0円抜き）n数

全体

結婚支援、出産、育児、定住施策の
各フェーズにおける平均予算額

回収：308件（市町村：295 県：13‐都道府県単位の回答数により参考値とした（以下同）） 

※設問の政策区分には、「若い層に対するシティブランド施策」があるが、回答内容から「啓蒙・教育事業」と合わせ、「１．啓蒙・教育・シティプロモーション事業」とした 
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１：「結婚、妊娠、出産、育児の切れ目ない支援」に対する自治体の取組み「実態」と「課題」を把握する

１－３．各事業の背景と課題― 「啓蒙・シティプロモーション事業」①

►結婚、出産、育児に関する啓蒙事業などだけでなく、大学生や高校生向けの啓蒙事業も展開されている。

また、一般消費者だけでなく、地元企業向けの啓蒙事業なども展開されている。

都道府県 市町村 事業名 事業内容 事業課題と背景 

愛媛県 愛媛県 ■共働き支援による出
生率向上対策事業 

■ダブルインカム（共働き）支援キャンペーンの実
施（企業と連携して、広報啓発、企業の紹介、企業
による共働き支援フェアの実施など）。 
■妊娠・出産・育児等と仕事の両立に関する情報提
供（産休・育休制度の活用マニュアルの作成と
Webサイトでの情報発信）。 

■先進国においては、女性の労働参加率と出
生率に正の相関が見られ、女性の労働参加率
工場は効果的な少子化対策であることから、
共働きができる環境整備について企業を含む
県民全体に意識啓発する。 

愛媛県 愛媛県 ■えひめの次代を担う
親づくり推進事業 

■大学生を対象として次の事業を実施。
①ライフデザイン講座開設事業（外部講師を大学へ
派遣し、結婚やワークライフバランス、人生設計等
に対する講義・ディスカッションを実施）。 
②乳幼児との体験交流事業（保育所や子育てサーク
ル等に学生を派遣し、乳幼児とその親との体験交流
を実施）。 
③情報発信（学生向けに冊子やWEBサイトで有益
な情報を提供）。 

■少子化や未婚化・晩婚化の要因としては、
若い世代が、将来、家庭を持つこと、親にな
ること等を意識する機会がないといった問題
があることから、近い将来、親になる可能性
のある大学生を対象に、自らのライフデザイ
ンを考え、結婚や子育て等をイメージするこ
とができる取組みを推進していく。 

岐阜県 岐阜県 ■岐阜県子育て支援企
業登録制度 

■仕事と家庭を共に大事にする職場環境づくりに積
極的な企業を登録・支援する制度。 

■少子化対策の一環として、仕事と育児の両
立を支援する企業の増加を図る制度を設置。 

岐阜県 岐阜県 
■岐阜県子育て支援エ
クセレント企業認定制
度 

■県基準を満たす優良企業をエクセレント企業とし
て認定、その取組を他の企業へ普及する制度。 

■少子化対策の一環として、仕事と育児の両
立を支援する企業の増加を図る制度を設置。 

熊本県 熊本県 ■子育て応援の店・企
業推進事業 

■子育てを支援する企業等を応援団として募集・登
録し、HPを通じて広く周知する。 

■子育てを地域ぐるみで支え合う意識の啓発
と取組みの輪を広げることを目的。 
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１：「結婚、妊娠、出産、育児の切れ目ない支援」に対する自治体の取組み「実態」と「課題」を把握する 

１－３．各事業の背景と課題― 「啓蒙・シティプロモーション事業」② 

都道府県 市町村 事業名 事業内容 事業課題と背景 

熊本県 熊本県 ■父親向け育児情報冊子
（パパ手帳） 

■父親向け育児冊子を作成、配布する。 
■父親（特にこれから子どもを持つ男性）に対して
子育ての大切さを伝え、育児参加を促すことが目的。

熊本県 熊本県 ■くまもと子育てトーク 
■「基調講演」や「分科会」により子育ての
情報交換を行う。 

■子育ての環境改善と地域ぐるみで子育てを支援し
ていく気運を醸成することを目的。 

山形県 鶴岡市 
■つるおかＵＩターンサ
ポートプログラム（※委託
事業） 

■主に首都圏在住の若者を対象に、「仕事を
つくる」体験を通じて、「ＵＩターン」を人
生の選択肢として検討するプログラムを実施 
。 

■ＵＩターンを実現できない理由として「つながり
不足」や「情報不足」があげられ、それらを解消で
きるような場を創出することが必要。 

長野県 下諏訪町 ■子育てふれあいセンター
運営事業 

■主に若い母親を対象に、経験豊富な高齢者
のボランティアが、子育て講座や、地元の食
材を使った料理講座などを行っている。
http://www.town.shimosuwa.lg.jp/navi/
kenko/pocket/kosodate1.html 

■若い親御さんには、経験豊富な高齢者の方から
様々な知恵を借りることができる。また、高齢者の
方は、自身の知識と経験を伝えることが張り合いと
なり、双方に有益な事業となっている。 

長野県 小布施町 ■小布施 × Summer 
School by H-LAB 

■高校生向けサマースクール。ハーバード大
生をはじめとする海外大学生による少人数授
業。大学生・社会人と真剣に向き合う対話の
場。小布施の魅力を実感するワークショップ 
。 
（HP参照：http://obuse.h-lab.co/） 

■平成24年度に開催した「第１回小布施若者会議」
に参加したメンバーを中心に、サマースクール構想
が立ち上がった。 
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１：「結婚、妊娠、出産、育児の切れ目ない支援」に対する自治体の取組み「実態」と「課題」を把握する

１－３．各事業の背景と課題― 「婚活支援事業」①

►出会いの場創出、相談センター設置だけでなく、支援員の育成、カップルに記念品贈呈、定住促進事業など多様

►若い世代のニーズにあった施策であるだけでなく、受け入れられやすいネーミングに知恵を絞っている様子がうかがえる

都道府県 市町村 事業名 事業内容 事業課題と背景 

山口県 柳井市 ■サザンセト婚活サポート事業 
■婚活イベントの実施（柳井市、周防大島
町、上関町、田布施町、平生町の１市４町
で共同実施）。 

■当地域においては未婚率が非常に高い。柳井地
区の若者（２０～４５歳）を中心に、県内全域よ
り若者交流と出会いのきっかけをつくるだけでな
く、出会いを通じて定住や地域の魅力を再認識し
ていただく。 

岐阜県 飛騨市 ■出会い・地域活性化支援事業 
■市内実行委員会等が行う「まちコン」開
催に対し、市が人的支援と補助金の交付を
行う。 

■人口減少・少子化が顕著となり、その一因と考
えられる晩婚化、婚姻数の低下等を踏まえて、男
女の出会いの間の創出とマッチングを行う。 

宮城県 栗原市 ■くりはら婚活プランナー認定
制度 

■独身の男女の仲をサポートすることに意
欲のある方を、栗原市婚活推進員「くりは
ら婚活プランナー」として認定し、その活
動を支援する。認定期間は２年間（更新
可）。 
http://www.kurihara-
tju.jp/index.cfm/11,92,html 

■独身者の出会いのきっかけを自主的にサポート
している方を、認定し、その活動を支援。 

山口県 
周防大島
町 

■「鍋コン」（みかん鍋を介し
た婚活イベント） 

■11月から2月にかけて、町内の飲食店を
週替わりで会場にして、周防大島町オリジ
ナルの「みかん鍋」を囲んでの婚活イベン
トを開催。 

■本町の特産品であるみかんと魚介類を使った
「みかん鍋」のPRと、町内外の男女の出会いの場
の創出により、課題である産業振興と生産年齢人
口の増加を図る。 

滋賀県 日野町 ■婚活プロジェクト「クラブ
キュピドン」 

■結婚を希望する独身男女に対して、出会
い・交流の場を提供するため、会員登録制
によるイベントやセミナーを開催。 

■若者が町外へ出て行き、また、結婚しない人も
増えており、ますます少子高齢化が進んでいる。
結婚し、町に定住してもらうことを目的に、町の
観光資源などを活用した出会い・交流イベントを
行う。 
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１：「結婚、妊娠、出産、育児の切れ目ない支援」に対する自治体の取組み「実態」と「課題」を把握する 

１－３．各事業の背景と課題― 「婚活支援事業」② 

都道府県 市町村 事業名 事業内容 事業課題と背景 

秋田県 大潟村 ■異業種交流会事業 
■農業後継者など若者同士の出会いの場とし
て異業種交流会を開催。結婚支援センター登
録料（１万円）を村が負担。 

■少子高齢化が進む状況を踏まえ実施する。女
性参加者が集まらない。 

秋田県 藤里町 ■少子化対策室設置事業 ■別紙（平成26年度少子化対策事業） 

■出生数：20年前30人前後、10年前20人前後、
現在は15人前後で減少していきている。 
国県の少子化対策と併せて、結婚しやすい環境
づくり、子育て支援の充実など、出会い・結婚
から育児までの支援対策を実施。 

青森県 弘前市 ■独身農業者縁結び事業 

■お見合い、婚活サポーター制度、会員限定
交流会により、対象者の結婚活動を支援。
（HP参照： 
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/sang
yo/nogyo/noui/kouryuu/enmusubi.html） 
 

■独身農業者の婚活を支援して、担い手の育
成・確保を図ることが必要であることから、平
成25年度に事業を開始。 

和歌山県 北山村 ■観光事業と併せた婚活
事業 

■北山川観光筏下りと温泉を活用した婚活イ
ベント、ラフティング、温泉、バーベキュー
を活用した婚活イベントの実施。 

■観光資源を活かした婚活事業により、少子化
対策、定住促進を図る。 
■北山川観光筏下りと温泉を活用した婚活イベ
ント、ラフティング、温泉、バーベキューを活
用した婚活イベントの実施。 

奈良県 下北山村 ■村コンツアー事業 
 

■県外の旅行会社と提携。 

■村内の若者の減少や、空き家の増加が顕著に
なってきていることに対し、村コンを通して、
若者同士の交流のきっかけをつくり、若者の定
住促進を図る。 
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１：「結婚、妊娠、出産、育児の切れ目ない支援」に対する自治体の取組み「実態」と「課題」を把握する

１－３．各事業の背景と課題― 「婚姻・挙式支援事業」①

►まだまだ実施件数がすくないものの、対象のニーズを汲んだ事業が多くみられる。

►結婚祝い金だけでなく挙式支援や、フォトウエディングの補助、婚姻届出の際に記念品や地域で使える優待券や住宅補助など
の特典配布も。

都道府県 市町村 事業名 事業内容 事業課題と背景 

岩手県 一関市 
■ハッピーブライダル
応援事業 

■めぐりあいサポート事業、縁結び支援員事
業により結婚し、１年以上市内に住所を有し、
婚姻関係が継続している等の要件を満たした
夫婦に10万円を交付。 
さらに、市内で披露宴等を行った場合10万円
の加算。 

■人口減少に伴う社会経済活動への影響や地域活動の低
下が懸念されることから、人口減少の抑制や少子化対策
を図る取り組みの一つとして、平成25年度から新規事業
として取り組むこととした。 

宮城県 栗原市 ■特定不妊治療費助成

■医療保険が適用されず、高額の治療費がか
かる特定不妊治療費を助成し、経済的負担を
軽減する。 
１年度あたりの助成回数は、申請１年度目は
３回、２年度目以降は２回までとする（通算
５年間で１０回まで）。 
http://www.kuriharacity.jp/index.cfm/10,
14274,43,1,html 

■少子化対策の充実を図るため事業を実施。

大分県 
豊後高田
市 ■新婚さん応援事業

■婚姻届提出後、市内に居住する夫婦に対し
新婚生活応援金（1組10万円）を交付（2年以
上居住要件有り）。 

■定住人口を増加させるため取り組みを実施。

富山県 南砺市 ■ブライダル商品開発
支援事業 

■市内で利用されるブライダル商品等につい
て、南砺市の地域資源等を活用した商品開発
や新企画等について調査し、事業化を推進す
る。 

■市内の商工業の振興を図るため、商工業者の育成・指
導を担う商工会、商工事業団体等を支援。 



都道府県 市町村 事業名 事業内容 事業課題と背景 

静岡県 沼津市 ■NUMAZUウエディング

■市内の観光名所を舞台としたフォト
ウエディングの実施に対する支援。 
※衣装などの特別な設え、式後の食
事・宿泊などの希望については応相談
（有料：実費相当負担）。 

■既に結婚しているが、結婚式を挙げていないカッ
プルや、通常の結婚式とは違うものを求めている
カップルをターゲットとし、沼津市の観光スポット
で挙式していただくことにより、本市を思い出の地
としてその後も訪れてもらうことを目標としている。 
現実的に今の方法では需要が無い。公の機関として、
民間で行われている事業（ウエディング関係）にど
こまで踏み込むべきか、事業を継続するにあたって
は住み分け等見直す必要が考えられる。 

静岡県 沼津市 ■婚姻届提出記念サービス

■沼津市役所に婚姻届を提出するカッ
プルを対象に、提出する際の写真を撮
影し、記念シートとして贈呈する。ま
た、希望者には協賛施設でスペシャル
サービスが受けられる「Vipパスカー
ド」を併せて贈呈する。(HP参照：
http://www.city.numazu.shizuoka.j
p/kankou/wedding/vipcard.htm ） 

■人生最大のライフイベントの一つである「婚姻」
の幸せを市民の皆様と祝福するため、平成24年８月
から「婚姻届提出記念サービス」を開始。サービス
の充実を図るために、旅館・ホテルのみでなく飲食
店など利用範囲の拡大を考えたい。 
 

北海道 芦別市 ■「人生の節目」祝品贈呈事業

■結婚・出産した時に市内で使用でき
る商品券を贈呈。 （ＨＰ参照 
http://www.city.ashibetsu.hokkaid
o.jp/data/open/cnt/3/2195/1/kouh
ou21.pdf ） 

■結婚・出産した時に市内で使用できる商品券を贈
呈。 
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１：「結婚、妊娠、出産、育児の切れ目ない支援」に対する自治体の取組み「実態」と「課題」を把握する

１－３．各事業の背景と課題― 「婚姻・挙式支援事業」②
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１：「結婚、妊娠、出産、育児の切れ目ない支援」に対する自治体の取組み「実態」と「課題」を把握する

１－３．各事業の背景と課題― 「子育て支援事業」事例①

►子育て支援事業は実施率も高く、事業数も多いため、バリエーションが豊富。

►補助も、出産手当だけでなく、給食費、おむつ代、託児支援、住宅補助、育児用品購入支援など多岐にわたる。

►各自治体の教育方針 などが反映された教育支援事業

―地域文化に触れ合える本を中心としたブックスタート事業や、英語教育補助、家庭学習支援など、多様化が見られる。

都道府県 市町村 事業名 事業内容 事業課題と背景 

愛媛県 愛媛県 ■愛顔の赤ちゃんふれあい
授業開催事業 

■中学生を対象として事業を実施。
・赤ちゃんふれあい授業。 
・命のついての意見交換授業。 

■成長過程の各段階で結婚して家庭を持つ意義を考える機
会を提供することは、将来、少子化や未婚化・晩婚化に歯
止めがかけられることが期待できることから、思春期であ
る中学生を対象に、子育ての意義や楽しさを知る機会を提
供していくことが重要であり、特に思春期の心と体のバラ
ンスが微妙な年代から「いのち」「子ども」について考え
る必要がある。 

愛知県 設楽町 ■出産奨励
■出産２人目５万円、３人目１０万
円、４人目から２０万円の報奨金支
給。 

■高齢化率40％を超える典型的な中山間地域である当町に
おける少子高齢化対策として実施している。 
■具体的な成果指標を持たず、対策も体系化されていない
ため、アピール度が弱い。 

愛媛県 新居浜市 ■エンゼルヘルパー派遣事業 
■産前産後や病気療養等に家事・育
児等が困難な家庭にヘルパーを派遣
し必要な援助を実施（自己負担有）。

■少子化傾向の改善を図るため、子育て支援の拡充が必要。

岡山県 瀬戸内市 ■放課後児童クラブ設置及び
育成事業 

■放課後、仕事などで保護者が家庭
にいない子どもを預かり、保育する。

■子育て支援の一環として実施。遊びを主とする健全育成
活動を行う地域組織として設置。 

岐阜県 郡上市 ■家庭教育学級

■乳幼児、幼稚園・保育園、小学校、
中学校の子を持つ親に、それぞれの
世代別を対象として、子育てに関す
る学習と子育て仲間作りの場を提供。

■少子化・核家族化が進む現代は、子育てにおいても孤立
化が問題となったり正しい知識やサポートが行き届かない
という現状がある。様々な情報が氾濫している中で、正し
い情報を選ぶ力を身に付けたり、親同士のコミュニケー
ションを図ったりしてほしい。 
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１：「結婚、妊娠、出産、育児の切れ目ない支援」に対する自治体の取組み「実態」と「課題」を把握する 

１－３．各事業の背景と課題― 「子育て支援事業」事例② 

都道府県 市町村 事業名 事業内容 事業課題と背景 

岐阜県 郡上市 ■家庭教育学級 
■乳幼児、幼稚園・保育園、小学校、中学校の子を持
つ親に、それぞれの世代別を対象として、子育てに関
する学習と子育て仲間作りの場を提供。 

■少子化・核家族化が進む現代は、子育てにおい
ても孤立化が問題となったり正しい知識やサポー
トが行き届かないという現状がある。様々な情報
が氾濫している中で、正しい情報を選ぶ力を身に
付けたり、親同士のコミュニケーションを図った
りしてほしい。 

岐阜県 美濃市 
■保育園、幼稚園、小
中学校における給食費
の支援 

■小中学校の児童生徒の学校給食費について二人目を
半額、三人目以降を全額助成。またすべての保育園、
幼稚園児については給食費の１／３を助成。 

■平成26年度からの新規事業。 

広島県 安芸太田町 
■チャイルド、ベビー
シート購入、レンタル
費用の一部助成事業 

■チャイルドシート・ベビーシートなどの購入、レン
タル費用について、１万円を上限に助成。 

■過疎化は進行し、少子化においては、年間出生
数が３０人を割るなど深刻な状況に陥ったため。 

愛媛県 新居浜市 
■子育て用品リユー
ス・リース補助事業 

■不要となったベビーベット、ベビーカー、チャイル
ドシートで再利用可能なものを回収、修理して、必要
としている子育て家庭に提供（リユース） 
■ベビーベット、ベビーカー、チャイルドシートにつ
いて、レンタル品を利用する方に、リース料金の半額
を助成（上限あり）（リース） 

■子育て家庭の経済的負担の軽減・資源の有効
活用を図るため、不要になった子育て用品を回
収・修理して、再利用を促進するとともに、子
育て（乳幼児期）に必要な物品は比較的使用期
間が短いため、レンタル品を利用する方に対し、
リース料金の一部を助成 

山口県 山口県 ■イクメン育成プロ
ジェクト 

■男性の育児参加や働き方の見直しを推進するため、
お父さんの育児手帳の配布とイクメンセミナーを開催 
。 

■男性の育児参加への理解を深め、家族や周囲か
ら愛されるイクメンを社会全体で育成することに
より、育児と仕事の両立を支援。 

青森県 むつ市 ■(仮称)キッズパーク
整備事業 

■旧市役所のスペースを一部活用した屋内遊び場の整
備。 

■就学前児童を持つ保護者から多くの要望が有り、
小学校低学年までを対象とした魅力ある子育て
ゾーンの創出を図る。 

青森県 外ヶ浜町 ■外ヶ浜町乳幼児・児
童医療費給付事業 

■町内に住所を有し、中学校卒業の終期に達するまで
の子の保護者を対象に、医療費全額助成。 

 ― 

青森県 平川市 ■子育て住宅支援補助
金 

■市内に住所のある世帯又は平川市に転入を予定して
いる世帯で、かつ中学生以下の子どもがいるか妊婦の
いる世帯が、住宅を新築又は購入する場合、補助対象
経費の100分の5に相当する額（千円未満切り捨て）
又は40万円のいずれか低い方の金額を助成。また、
市内施工業者による施工の場合20万円を加算。 

■少子化対策を鑑み、人口定住及び子育てに対す
る経済的支援として、H25から３か年事業として
実施。 



都道府県 市町村 事業名 事業内容 事業課題と背景 

長崎県 大村市 
■ふるさとのこころ
をはぐくむ絵本事業 

■新生児訪問時に、ブックスタートの絵本とオリジナル絵
本（０～１歳児用）を配布する。また、１歳６ケ月健康診
査時に、オリジナル絵本（３歳児用）を配布する。 

■乳幼児期からの絵本の読み聞かせは親子の関
係づくりに役立つ。また、配布するオリジナル
絵本は、ふるさとに対する思いを育むことを目
的に市と市民との協働により作成したもの。 

徳島県 徳島県 ■親力アップ・ト
レーナー養成講座 

■子育ての孤立化を防ぎ、望ましい親子関係を構築し、こ
どもの心身とともに健全な発育を促進するために、親子の
絆づくりに着目した子育て支援プログラム（BPプログラ
ム）を開催する。（HP参照： 
http://www.tokushima-hagukumi.net/） 

■本県においても急速な少子化の進行がとまら
ず、少子化問題への適切な対応が緊急の課題と
なっていたことがその背景として挙げられる。 

徳島県 海陽町 ■幼児、小学生を対
象とした英語教育 

■幼保施設の３．４．５歳児、また小学生を対象とした英
語教育を実施。 

■深刻化している少子化対策への取り組みとし
て、１０億円の基金を積み、子どもあゆみ事業
を平成２４年度からスタート。保護者なども
入った審議委員会で様々な意見を集約して、で
きるものから事業化している。その中の３事業。

福岡県 筑後市 ■休日保育事業
■就学前の子どもがいる家庭で、休日に仕事により保育が
できない保護者に代わって保育を実施。 

■市内の子育て環境を整備することで、出産し
やすいまちをめざし、自然増及び社会増の増加
と、社会減の抑制を狙う。 

福岡県 筑後市 ■少人数学級編成事
業 

■小学校においてきめ細やかな指導ができるよう、全クラ
ス35人以下学級に編成。 

■市内の子育て環境を整備することで、出産し
やすいまちをめざし、自然増及び社会増の増加
と、社会減の抑制を狙う。 

17 

１：「結婚、妊娠、出産、育児の切れ目ない支援」に対する自治体の取組み「実態」と「課題」を把握する

１－３．各事業の背景と課題― 「子育て支援事業」事例③
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2：「必要」な取組施策の把握と、「有効性」について

２－１．少子化対策に「最も必要」だと思われる取組

施策実施の有無に関わらず、現時点で「少子化対策に対し、必要だと思われる施策」を尋ねた。 

►市町村では「子育て支援事業」30％に次いで、「雇用（対策）事業」16％という結果。

►「その他」10％の多くは「個別の支援策ではなく、結婚支援から子育て、雇用までの一連の支援策が必要」との回答

-定住、移住を含めた「若い層」に対するシティブランドやPR事業なども1割弱の自治体が支持。

■２-１

少子化対策に対して「最も必要」だと思われる施策

市町村 県(参考値)

１．啓蒙・教育事業（企業向けや地域住民向け等） 2.0% 2.0% 0.0%

２．婚活支援事業
（婚活、カップル誘致、プロポーズ支援事業等）

8.8% 8.2% 23.1%

３．婚姻、挙式支援等地域経済アップ事業 0.3% 0.3% 0.0%

４．新婚世帯支援事業 1.3% 1.4% 0.0%

５．子育て支援事業 28.8% 30.0% 0.0%

６．若い層に対するシティブランド施策（住宅支援、ＰＲ活動) 9.2% 9.6% 0.0%

７．雇用 15.4% 16.0% 0.0%

その他 11.4% 10.2% 38.5%

実施率（％）

全体
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2：「必要」な取組施策の把握と、「有効性」について

２－２． 「必要」だと思われる具体的な取組事例①

都道府県 市町村名 事業名 具体的な事業内容 最も「必要」だと思う理由

秋田県 湯沢市 ■啓蒙・教育事業

■市広報への連載。

■独身従業員の多い誘致企業を主なターゲットとした、

結婚＆子育てに関する講演会実施。

■子育て教育等支援事業（※選択制）

　（１）「小学校出前講座“命の大切さ”」

　（２）「学童期・思春期子育て支援講座」

■親子参加型事業と講演会。

　親子ふれあい体操＆親子交流会。

「結婚～出産～子育て」の支援はもちろん重要であるが、それ以前に、家

族を持つこと、子どもを持つことに不安を持っている結婚前の若い世代の

支援（雇用確保、安定した収入等の労働条件の改善等）が足りないと感じ

ている。少子化の背景にある社会意識を問い直し、未来に対する投資の重

要性を地域住民や企業に対して啓発していきたい。

静岡県 静岡県

■（少子化対策）

「子育ては尊い仕事」であ

るという理念の浸透

■子育てしながら資格を目指すチャレンジ応援事業（子

育て経験を活かして保育士を目指す方に、講座や保育体

験の機会を設けて資格取得を応援）。

■育児中の母親等社会参加促進事業。

子どもは「地域の宝」であり、大切な宝物を授かり育てる「子育て」が人

として最も尊厳のある営みであることが実感できる社会の実現が少子化対

策につながる。

島根県 江津市
■結婚支援事業

　センスアップ講座

■「恋する○○」を開催。結婚する男女の将来的な増加

を目的に、外見及び内面の魅力をアップさせる講座を複

数回開催する。

未婚男女の結婚に対する意識の低下や恋愛自体に消極的な傾向が指摘され

ている中、将来の出会いに備えて自分を磨き、意識を醸成していく取組み

が必要。

福島県 伊達市
■仲人や相談員を活用した

政策

■未婚化・晩婚化を食い止めるためにも、事業内容を多

様化させ、多くの独身男女に興味を持ってもらう必要が

ある。それには多くの民間団体が主体的に実施してみよ

うと思える環境を整える必要があるため、補助金の制度

を整えた。

婚活支援イベントの参加者は増加しているものの、未婚者総数からすると

ほんの一握り。イベントにも参加しない大多数の未婚者達をどう支援して

いくかが、婚姻率上昇のカギとなる。

北海道 江別市 ■子育て支援の充実 －
定住人口拡大においては、ターゲットを絞って重点的・集中的に取り組む

ことが、効率的・効果的と考える。

山形県 庄内町 ■子育て支援（全般）
■第３子以降を出産された場合、第３子は１０万円、第

４子は２０万円、第５子以降３０万円を贈呈。

・アンケート調査によると、出生率の低下を招いている原因では、就学前

児童の保護者、小学生児童の保護者共に、「子育てや教育にお金がかかり

すぎる」、「仕事と子育てを両立させる社会的仕組みが整っていない」と

いう回答を上位に上げているため。

・子育てにかかる費用の負担感は大きく、今後も継続的に充実した経済的

支援が必要なため。

岡山県 久米南町 ■子育て支援事業
■出生から18歳までの子どもの医療費の保険診療分を全

額助成。

田舎では、見知らぬ土地に移住する件数よりも、その土地で生まれる子ど

もがＵターンで定住するケースが圧倒的に多い。そのため、子育てするが

しやすい地域にすることで、現在の定住のみならず、未来の定住人口拡大

にもつながるため。

【啓蒙教育事業】

【婚活支援事業】
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2：「必要」な取組施策の把握と、「有効性」について

２－２． 「必要」だと思われる具体的な取組事例②

都道府県 市町村名 事業名 具体的な事業内容 最も「必要」だと思う理由

北海道 北見市
■若い層に対するシティブ

ランド施策

■首都圏等でのプロモーション活動、移住ガイドの作成

と周知、市内の移住体験ツアー、雑誌等への広告掲載な

ど。

人口流出を防ぎ、移住者を増加させるためには、市全体の魅力（助成制度

や自然環境など）を発信することが大切だと考える。

兵庫県 南あわじ市 ■新婚世帯支援事業の充実
■市内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯に対して家賃

の一部を補助。

当市で定住者、人口を増やすには、まず居住して良さを知ってもらい当市

のファンを増やすことが必要。

北海道 福島町
■雇用の場の確保に対する

支援
－

働く場が無く、仕方がなく町外へ出ていく若者も多いため、現在、営業し

ている企業への支援や起業する方へ支援を行い、働く場を提供することに

より定住人口の拡大が図られる。

新潟県 新潟市 ■総合的な政策

■例としてファミリー・サポート・センター事業。地域

において、子育ての援助を受けたい人と援助したい人が

会員となり助け合う会員組織の運営（委託）。家族化の

進展や、近所付き合いが希薄になるなど、親類や地域で

の助け合いが難しくなる中、地域社会で子育てを支えよ

うと開設（平成24年度から全市展開）。

子育てに関してだけでもニーズは多様化しており，仕事と家庭の両立支援

のほか，地域や企業との連携や住宅，経済的支援などさまざまな分野の施

策を組み合わせ、社会全体で子供と子育てを応援することが必要。

【若い層に対するシティブランド施策】

【雇用事業】

【その他】
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2：「必要」な取組施策の把握と、「有効性」について

２－３．少子化対策として「有効」だと思われる取組

これまで実施してきた少子化対策事業に対し、「もっとも有効だった」と思われる施策について尋ねた。 

►市町村では、「子育て支援事業」21％、「新婚世帯支援事業」14％、「婚活支援事業」12％という結果だった。

– 「新婚世帯支援事業」は、新婚世帯への住宅補助や、結婚祝い金、不妊治療費の補助などが主な施策。

■２-２（回答者のみ）

少子化対策に対して「有効」だと思われる施策

市町村 県(参考値)

１．啓蒙・教育事業（企業向けや地域住民向け等 0.9% 1.0% 0.0%

２．婚活支援事業（婚活、カップル誘致、プロポーズ支援等） 11.4% 11.5% 9.1%

３．婚姻、挙式支援等地域経済アップ事業 1.4% 1.4% 0.0%

４．新婚世帯支援事業 14.5% 13.9% 27.3%

５．子育て支援事業 20.0% 21.1% 0.0%

６．若い層に対するシティブランド施策（住宅支援、ＰＲ活動) 1.4% 1.4% 0.0%

７．雇用 7.7% 8.1% 0.0%

その他 15.9% 14.4% 45.5%

判断できない 26.8% 27.3% 18.2%

実施率（％）

全体
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2：「必要」な取組施策の把握と、「有効性」について

２－４． 「有効」だと思われる具体的な取組事例①

都道府県 市町村名 事業名 具体的な事業内容 最も「有効」だと思う理由

岐阜県 大垣市 ■かがやき婚活事業

■結婚したいと考えている独身男女の皆さんに素敵な出会いの場を提

供し、皆さんの婚活を応援する。（HP参

照:http://www.city.ogaki.lg.jp/0000006462.html）

平成２２年度から１２３カップルがこれまでに成立。

千葉県 旭市 ■出会いの場創出事業

■イベント、セミナーの開催（ＨＰ参照：http://www.asahishi-

dc.com/）「出会いコンシェルジュ」１９名が出会いの手伝いをし

ている。お婿さんを呼び入れる為に「マスオさんプラン」も計画して

いる。

平成２６年４月３０日の時点で成婚者数が６０人であり、若者の定

住化や後継者の結婚対策等を促進し、活気あるまちづくりを進める

ことができている。

秋田県 湯沢市 ■結婚サポート事業

■①秋田県より認定を受けた結婚サポーターの市民団体「ゆざわハッ

ピーサポート協議会」の活動支援（結婚相談会や出会いイベントの開

催を委託)。

②独身男性の魅力アップセミナー「男塾」の実施。

③市職員若手有志グループ「Yuzawa出会い隊」主催の出会いイベン

トの実施。

④個別の出会いを提供する県のマッチングシステムへの参加（あきた

結婚支援センター運営経費負担金納付）。

H２２～２５年度成婚カップル１１組。H２４～２５年度　イベント

でのカップル成立数33組。

富山県 南砺市 ■結婚活動支援事業

■「婚活倶楽部なんと」を設置して、独身男女への出会いの場の提供

や、結婚する力を高める自分磨き講座を実施する。

http://www.aip48.jp/

３年間で３０組が成婚。

北海道 北見市 ■出前講座「ミント宅急便」

■市民が知りたいこと、聞きたいことを「出前講座メニュー表」の中

から選び、申し込むと、無料で市職員かボランティアの講師が出向

き、皆さんの学習をお手伝い。

講座参加人数9,600人。年々増加している参加人数から、市民の生

涯に渡る学習意欲がうかがえる。市民の主体的な学習活動を支援

し、生涯学習によるまちづくりを推進するため、出前講座の利用率

を伸ばしながら、更なる市民編講師の発掘や新メニューの増加す

る。

和歌山県 北山村 ■子育て支援 ■保育料の無料化。
保育料を無料することで、損害からの通園する園児がおり、将来的

に居住につながる。

【婚活支援事業】

【子育て支援事業】



2：「必要」な取組施策の把握と、「有効性」について

２－４.  「有効」だと思われる具体的な取組事例②

都道府県 市町村名 事業名 具体的な事業内容 最も「有効」だと思う理由

熊本県 玉名市 ■定住促進補助事業

■住宅に住宅を取得することに伴って転入された方に対し、住宅取得

補助、住宅リフォーム補助、新幹線通勤定期券購入補助を行う。

（ＨＰ参照：

http://www.city.tamana.lg.jp/kikakukeiei/tiikishinko/iju/teijyu-

hojyokin/teijyu-hojyokin.html ）

制度創出のち、１２０世帯、約400人が移住している。

大分県 豊後高田市
■ハッピーマイホーム

新築応援事業

■市内で住宅を取得した場合、10万円の奨励金を交付します。市外

の方が小規模地域に住宅を取得した場合は20万円。

市の助成制度等を活用し、H２５年度一年間で１２０世帯２３６人の

方が移住していただいた（うち空き家バンクを利用した方は４２世

帯９９人）。

島根県 出雲市 ■定住促進住まいづくり助成事業

■子育て世代、新婚世帯の住宅リフォーム費用を一部助成。

（HP参照：

http://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/139771369

0808/index.html ）

県外在住者（２０歳以上のもので県外在住５年目以上）が、市内に

住宅を建築、購入またはリフォームする際に必要な費用の一部を助

成（住宅を建築、中古他住宅を購入は、固定資産税相当額助成。住

宅をリフォームは工事費の一部助成）し、H２０～H２５年度までで

新築４９世帯、中古購入１８世帯、リフォーム女性３２世帯の合計

９９世帯の定住達成。

静岡県 伊豆市 ■伊豆市若者定住促進住宅補助金

■安心して生活できる住宅環境の確保と、快適で魅力あるまちづくり

を図るため、伊豆市に定住する若者に対し、平成27年12月31日まで

の間に新築又は購入（建売又は中古の住宅の購入をいう。）により取

得し、家屋登記をした住宅に対し、100万円（住宅のみ新築及び購入

した場合は50万円）の補助金を交付します。また、購入した住宅に

居住する小学校就学の始期に達するまでの者に対して、１人につき、

10万円の補助金を交付。

４０歳以下の若者世帯が９８世帯、３７８人（うち中学生未満１６

６人）の移住・定住が実践できた。

岡山県 倉敷市
■住宅新築助成金（今年度からは「定住

促進助成金」として事業拡大）
■定住促進助成金，住宅団地促進助成金，空き家改修補助金。 平成23年度から3年間で132人の転入。

三重県 大台町 ■空き家バンク ―
町の人口が10,043人(H23.2月末日現在）でありながら、平成24・

25年度で60名以上の定住移住に繋がっている。

岡山県 久米南町
■若い層に対するシティブランド施策、

空き家活用
■空き家の改修に必要な費用の4割を補助。【上限100万円】

実績件数は、平成22年度１件、平成23年度4件、平成24年度5件、

平成25年度17件となっており、特に定住促進課設置後の平成24年度

以降は大きな増加となっている。申請者は移住者が多く、実績件数

の増加は人口減少抑制に直結している。

青森県 平川市 ■子育て住宅支援補助金

■市内に住所のある世帯又は平川市に転入を予定している世帯で、か

つ中学生以下の子どもがいるか妊婦のいる世帯が、住宅を新築又は購

入する場合、補助対象経費の100分の5に相当する額（千円未満切り

捨て）又は40万円のいずれか低い方の金額を助成。また、市内施工

業者による施工の場合20万円を加算。

平成２５年度実績において、予算1440万円、助成金額1440万円で

充当率１００％、市街からの転入者世帯５世帯（１９人）であった

ため。

佐賀県 小城市 ■不妊治療費補助事業

■子どもの医療に要する医療費について助成。

（HP参照： http://www.city.ogi.lg.jp/main/97.html ）

■・保険適用とならない体外受精・顕微授精にかかる費用の一部を補

助を行う。

■②任意予防接種のうちロタウイルスワクチン接種に要する費用の一

部補助を行う。

③歯科医師・保健師による教室を年間3回開催する（日曜開催）。

早期に治療に取り組むことができる夫婦が増え、妊娠率が47.8％と

平均妊娠率を上回っている。

【新婚世帯支援事業】

23 



24 

３：今後、施策の実現に向けた具体的に「必要なアクション」について

３－１．少子化対策に向けたアクションに対する必要性（％） 

一連の少子化対策事業が、「結果を出すために」は、どのようなアクションが必要だと考えているかを尋ねた。 

►市町村回答の中で最も高かったのは、「行政PR戦略」で54％。

次いで、「若い人に向けた画期的な政策アイデア」46％、「国家的な政策予算」33％という結果だった。

– 参考値ではあるが、都道府県の回答で最も高かったのは「行政PR戦略」５４％、次いで「国家的な予算」３９％。

3位は同率31％で、「消費者マーケティング」「若い人に向けた画期的な政策アイデア」、「自治体独自の財源」が並んだ。

少子化対策に向けたアクションに対する必要性（％）　

市町村 県(参考値)

100.0% 100.0% 100.0%

１．行政ＰＲ戦略　 54.2% 54.3% 53.8%

２．消費者マーケティング 19.9% 19.5% 30.8%

３．地域間競争の戦略 12.4% 12.3% 15.4%

４．若い人に向けた画期的な政策アイデア 45.4% 46.1% 30.8%

５．国家的な政策予算 33.3% 33.1% 38.5%

６．自治体独自の財源　 32.7% 32.8% 30.8%

７．トップのリーダーシップ 17.0% 17.4% 7.7%

８．人員体制 21.9% 22.5% 7.7%

９．縦割り組織の改革 12.7% 13.0% 7.7%

１０．専門家の知見、派遣 12.7% 13.3% 0.0%

全体
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３：今後、施策の実現に向けた具体的に「必要なアクション」について 

３－２．地域や民間等との連携についての必要性（％）  

少子化対策に対し、自治体が求められる「連携」について尋ねた。 

►市町村の中で、最も必要と考えられている「連携」は、「地域・地場企業との連携」56％、 

 次いで「市町村間の連携」39％、「NPO法人や地域連携」32％という結果だった。 

– 以下、「国・省庁との連携」26％、「都道府県間の連携」28％、「全国区の民間企業との連携」21％という結果。 

– まずは、少子化対策に向けては、「足元の地域内連携を固めたい」という意思がうかがえる。 

■３－２

地域や民間等との連携についての必要性（％）　

市町村 県(参考値)

１．国・各省庁との連携 26.1% 26.3% 23.1%

２．都道府県間の連携 27.8% 28.0% 23.1%

３．市町村間の連携 38.2% 38.6% 30.8%

４．隣の自治体との連携 23.9% 24.2% 15.4%

５．地域・地場企業との連携 55.6% 56.0% 46.2%

６．全国区の民間企業との連携 20.3% 20.5% 15.4%

７．ＮＰＯ法人や地域連携　 32.7% 32.1% 46.2%

８．地元出身者で首都圏に在住している人たちとの連携 21.9% 22.2% 15.4%

９．海外組織との連携 1.6% 1.7% 0.0%

１０．その他 3.9% 4.1% 0.0%

全体

実施率（％）
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３：今後、施策の実現に向けた具体的に「必要なアクション」について 

３－３．少子化対策に向けて民間企業に期待すること 

民間企業との連携に対して、どのような期待があるかを尋ねてみた。 

►①地元企業との連携に対する期待について 

■雇用機会の確保（生活基盤の安定）が重要である。

■在住者や在勤者に重点をおき、婚活事業を計画中。町内企業や誘致企業にもPRし、連携ができたらと考察中。

■経済的自立のためには職の確保が不可欠である。

■街の暮し易さの向上は、官の施策及び民の企業行動による影響のいずれも大きいため。

■仕事と家庭の両立により子育てしやすい環境を整備することが必要である。

■効果的な事業の展開において、地域・企業の要望・意見等は不可欠であるため。

■地域の魅力を高めＰＲするシティプロモーションが有効であると考えるため。

■行政だけで行える事業は限られているため、地域と協力しながら行う必要があると考えるから。

■地域・地場企業と連携して雇用を促進し、就職しやすい環境を整備することで、少子化対策および定住人口拡大を図ることができる。

■行政主体だけではなく、地域が一体となり取り組む事が町の活性化に繋がると
思われるため。

■官民それぞれの実情を理解しながら実施しなければならないから。

■地域での移住者の受け入れや、働く場所の確保されることで、定住につながるため。

■移住・定住推進のためには、職場の確保が不可欠であるため。

■特に住宅政策、ＰＲ政策については、行政が全てをカバーすることはできない。民間事業者のノウハウの活用など連携は不可欠と考える。

■市民協働の理念から、市民と行政が対等な立場で、相互理解・尊重のもと、ある問題・課題を共有し、協力して取り組むまちを目指しているため。

■魅力ある地元ならではの取組みを行うことなどで、他市町村と差別化が図られ移住・定住人口の拡大につながると考えるため。

■まずは、村内企業に勤めている人が地元に定住してもらうことが大事であり、そのためには企業の理解が必要（都市との通勤圏だと都市に移住する

傾向が増えてきている）。
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３：今後、施策の実現に向けた具体的に「必要なアクション」について 

３－３．少子化対策に向けて民間企業に期待すること（FA） 
►②全国的な民間企業との連携に対する期待について 

■できるだけ早急な対策と効果を得るために、民間企業の培ったノウハウを活かして検討を行った方が期待が持てるのではないか。

■地方の小さな自治体であっても、一流の企業等と組むことが出来れば、今までにない斬新な政策を実施できる可能性が上がる。

■大きな企業がくることにより住民が増える。

■子育て環境の整備と新卒者が就職でき高収入が得られる企業があれば定住人口は拡大すると思われる。

■市の活性化、存続には財務体力のある民間企業の誘致の他、市内の中小企業への下請けのあっ旋等により、就労者の増加を図り、人

口拡大を図る。

■民間企業ならではの知見が必要だと感じるため。

■雇用の場の確保。

■自治体で把握することが難しい情報を収集することが重要と思われる。

■民間側の知見に、自治体が支援するほうが、魅力的で継続性のある政策となる気がする。

■雇用の場を誘致し、働き盛りの世代を確保することが必要。

■子育て世代の定住人口確保に向けた就業先の確保が必要。

■町内に企業のない本町にとって、地場企業との連携が出来ない。全国区の企業の社会貢献の一環として地方の自治体と連携し、新た

な定住対策が出来ればと考える。
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４．考察 

  ～今後の少子化対策に向けての課題について 

 平成25年12月12日内閣府は、危機的な少子化問題に対応するため、結婚、妊娠・出産、子育ての一貫した「切れ目のない支援」を行
うことを目的に、地域の実情に応じたニーズに対応する地域独自の先駆的な取組みを行う地方公共団体への支援を決定した。
（http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/taskforce_2nd/i_1/pdf/s3.pdf）。 

 

 これにより自治体に対し、地域課題に対する新規性が高く、かつ、他地域への汎用性の高い少子化対策を事業募集する形となった。
地域独自のアイデアを喚起し、未婚化など少子化要因の解消を目指す。経済の縮小や社会保障費の負担増大を招く少子化問題の抜
本解決につなげる目的である。 

 「地域少子化対策強化交付金」の計画には、結婚から子育てまで「切れ目のない支援」の仕組み▽結婚に向けた情報提供▽出産・妊
娠に関する情報提供▽結婚、妊娠・出産、子育てのしやすい環境整備に関する事業を盛り込むことが条件となった。本予算は、全国知
事会などから国に対し、地域の実情に応じて使い道を決められる「少子化危機突破基金」の創設が提言されたことがきっかけであった
が、数年かけて利用する基金よりも、即座に取り組むことを目的として、単発の交付金事業として平成２５年度補正予算が決定されたと
報道されている。 

 

 今回の調査では、各自治体の少子化対策支援に対する取組実態と課題感を把握することで、今後、必要とされる官民連携モデルや
マーケティング手法などの方向性がみられると考えた。 

 調査結果からは、これまで各自治体で長年取り組んできた「子育て事業」のさらなる深化モデルと、新たに注目される「結婚支援事業
（婚活、新婚家庭支援含む）」および、若い世代に対する結婚生活に対する啓蒙事業や、定住促進のためのPR事業などへの着手の兆
しがみられた。 

 その中で、多くの自治体が求めているのは、対象となる若い世代のニーズを把握するためのマーケティングの必要性を痛感した。
マーケティングや専門スキルなどが蓄積されている民間企業と自治体との連携の必要性を実感し、今後の展望として、以下の４つのポ
イントで、調査結果の考察としてまとめた。 
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②「子育て支援事業」の深化と成果について 

– 子育て支援については、事業実施率も高く、その必要性や成果を実感している自治体も多い。出産手当だけでなく、子育てのそれぞれの段階に
より必要とされる費用のうち、自治体が補助するという制度が多くみられる。乳幼児期のおむつ代、託児支援、住宅補助、育児用品購入支援など
多岐にわたる。また、岐阜県美濃市などで実施されている「保育園、幼稚園、小中学校における給食費の支援事業」や、岡山県瀬戸内市などで実
施されている「放課後児童クラブ設置及び育成事業」をはじめとする児童期の学校外託児、育成支援に力を入れる自治体も目立ってきている。 

– また、託児やコミュニティ事業から、さらに一歩進んだ「教育支援事業」も目立つようになっている。長崎県大村市では「ふるさとのこころをはぐくむ
絵本事業」として、地域文化に触れ合える本を中心とした「ブックスタート事業」を行うところもある。また、徳島県海陽市などでは「幼児、小学生を
対象とした英語教育補助事業」の実施、岐阜県郡上市「家庭教育学級事業」、徳島県「親力アップ・トレーナー養成講座」などでは、さまざまな子育
て情報が氾濫する一方で起こっている核家族化の中、子育ての正しい知識やサポートを行き届かせるために家庭教育の情報提供をしていく事業
を開始している。 

– インターネットにより、子育て情報に触れることもでき、SNS（ソーシャルネットワーク）等で、子育て世代の交流も手軽にできる時代になってはいる
が、地域の子育てネットワークを完備するためには、やはりリアルの交流の場も求められており、そこに自治体の旗振りも求められているように感
じられる。金銭面だけでなく、心の支援両面の支援策の実現の必要性がある。 

①「啓蒙事業、PR事業」の現状と展望について 

– PR事業は、対象に合わせたメッセージの絞り込みが肝要である。全世帯に対し「出生率向上」を訴えても、それぞれの世帯により、育児分担や 

 周囲の援助の有無など大きく事情が異なるため、単なる掛け声に終わりかねない。例えば、愛媛県では「共働き支援による出生率向上対策事業」 

 として、地元企業と連携して、共働きを支援する仕組みや制度、行政支援策などを伝えるキャンペーンを展開している。また、熊本県では父親向け   

 育児情報冊子「パパ手帳」の配布を通じて、育児参加を促す施策なども展開している。 

– また、今年度は少子化対策予算を活用した「結婚啓蒙セミナー」等も数多く開催されている。広島県「結婚応援フォーラムinひろしま」は、今年度か
らスタートする「ひろしま出会いサポートセンター」の開設を多くの県民に認知させることも目的の一つとして開催（2014年9月15日）。基調講演で婚
活、少子化の現状を共有するとともに、基調講演後は、独身男女、親世代、地元企業向けそれぞれに分科会を開催。ターゲットごとのニーズに合
わせたイベントの組み立てにより、満足度を向上させている。 

– 育児や少子化対策ではないが、若い世代に向けた育成プログラムとして、小布施町では、高校生向けサマースクールにハーバード大生をはじめ
とする海外大学生による少人数制授業を支援。大学生や社会人と向き合い、今後の生き方や考え方、小布施町の魅力などを実感する対話の場
となっており、次世代の育成や啓蒙に力を入れている。 

– このように、今後の啓蒙教育やシティプロモーションについては、広く同じメッセージを伝え続けるだけでなく、若い世代の父親向け、高校生・大学
生向けなど、それぞれのターゲットに合わせた情報発信の方法を検討していく必要があると思われる。そのためには、マーケティングの考え方を
取り入れ、ターゲットごとのニーズや豊かな家庭生活を営むために障害となっていることを把握することが必要である。 

４．考察 

  ～少子化対策における各取組と状況について① 
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③「婚活支援事業」の現状と成果について 

  -婚活支援事業の内容においては、出会いの場の創出と出会い支援者の育成、結婚祝い金などの施策が目立つ。 

  -自治体主導の支援策としては、自治体内で実施されている「結婚相談所の開設」、「結婚支援や出会い情報の一元化」、結婚相談や紹介に携わる 

   人たちに対する教育研修や活動補助をする事業などが実施されている。 

  -新しい試みとしては、山口県柳井市「サザンセト婚活サポート事業」では、1市４町での婚活イベントの協同実施を実現。自治体内だけの住民に限ら 

   ず、幅広い出会いの可能性を提供するという意味では、重要な視点である。 

   また、婚活支援事業に関しては、事業目的を婚活マッチング数だけに絞らず、観光や産品のPRと組み合わせた地域活性や、定住移住のPRといっ 

   た多目的型に設定している支援策も目立つ。山口県周防大島町「飴コン」（みかん飴を介した婚活イベント）、奈良県下北山村「村コンツアー」（若者の 

   定住移住のきっかけ作りを目的とし、県外旅行会社と提携した婚活イベントの実施）なども回答から見られた。自治体主催だけでなく、地域のNPO、 

   民間実施団体など複数事業者が取り組みを始めている婚活イベントやツアーなどについては、今後も新たな展開が見られることと期待される.。   

④「婚姻・挙式支援事業」の現状について 

  -結婚が決まったカップルに対する支援策も様々な形で開始されていることにも注目したい。地域で実施される結婚披露宴については、地域経済への 

   インパクトも大きい。沖縄県では年間約1万組の挙式披露宴の受け入れにより360億円の経済効果があると発表されている（OCVB2004年）。 

   岩手県一関市「ハッピーブライダル応援事業」として、市が実施する結婚支援事業により婚姻した夫婦への祝い金（市内で挙式披露宴を行った場合 

   は加算あり）を交付する事業や静岡県沼津市では、「婚姻届提出記念サービス」として、婚姻届の際に記念写真の撮影を実施。こういった結婚自体 

   を自治体含め地域全体でお祝いするムードを盛り上げる策が全国で徐々に広がっている。 

  -「NUMAZUウエディング事業」として、すでに結婚しているが挙式していないカップル、通常の挙式スタイルとは違うものを求めているカップル向けに 

   市内の観光スポットでの挙式を支援している自治体もある。人生の中の思い出の地として、本市をPRすることになり、一生のうちに数回重要な 

   ポイントで旅行先としても選んでもらえる可能性を期待した事業だとしている。その他、結婚式関連の支援事業として、「フォトウエディング実施の補 

   助」、「婚姻届出の際に記念品や地域で使える優待券や地域振興券の配布」など、新たな若者世代のニーズを汲んだ事業への挑戦も目立つ。 

  -こうした少子化対策、若者世帯の定住移住につながる婚姻支援策として、住民支援だけでなく、婚礼事業者支援に乗り出す自治体もみられる。 

   富山県南砺市「ブライダル商品開発支援事業」では、地域産品や地域の特性を活用した「ご当地ならではの結婚式」商品の開発を支援する事業に 

   力を入れている。 

   結婚式関連の消費は、地域経済にとってもインパクトがあり、地域全体で支援していくことが重要であることがうかがえる。 

 

４．考察 

  ～少子化対策における各取組と状況について② 
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 今回の調査では、「少子化対策～結婚から妊娠・出産、育児までの切れ目ない支援」に対し、各自治体の持つ課題感や求めていることについて尋
ねた。多くの自治体では、人口減少社会の中で地域が生き残るためには、少子化対策に加え、定住促進や雇用問題などの総合的な対策が急務だ
と回答していたのが印象的だった。また、自治体だけで解決できる問題ではなく、地域連携や官民連携など多くの連携により実現をすべきとの回答
も目立った。本調査では、全市町村調査ではないため、まだまだ新たな政策の取組みが始まっている可能性はあるが、いったん本調査のまとめとし
て、以下2点、自治体のアクションとして参考にして頂ける点をまとめてみた。今後の政策立案にあたり参考になることを期待したい。 

 

 

 ■少子化対策に向けたアクションの必要性 

  各自治体で、少子化対策に向けたアクションのうち、必要性が高いものを尋ねてみたところ（複数回答/以下市町村回答結果）、1位「行政PR戦 

 略」５４.3 ％、2位「若い人に向けた画期的な政策アイデア」４６.1％ 、3位「国家的な政策予算」３３.1％という結果だった。 

 「行政PR戦略」の必要性については多面的な意味が含まれていると思われる。そのほかにも必要性の高さが支持されていた「消費者マーケティ 

 ング」１9.5 ％、「地域間競争の戦略」１２.3％という結果から、行政としての取組みを地域住民だけでなく、近隣市町村の住民や定住移住先を検討し 

 ている都市部の居住者に伝えていくための「幅広い地域への行政PR」が求められてることがうかがえる。また、結婚や出産を機に、生活のしやすさ 

 や子育て支援策を求める人たちへ伝えたいといった「ターゲット別」のPRを戦略的に考えるといった多面的な展開が求められているようだ。 

  従来通りの少子化対策、定住移住希望者誘致、観光PRなどを別々に行うのではなく、横断でPR戦略を検討、推進することも一つの解決策となり 

 うるだろう。実際にいくつかの自治体では、観光、定住、物産のブランドを横串を通し１つの組織で戦略的に行う動きも始まっている。まさに、シティ   

 プロモーションとして、観光や伝統文化、暮らしやすさなどの地域資源を棚卸しして、一つのストーリーとして紡いでいく。初めて地名を知る人や一 

 度はその地名を耳にしたことがあるという人たちに対して、より印象的に地域のよさをPRしていくための全体戦略を検討するということだ。 

 「住んでよし、訪れてよし」に加え「買ってよし」という地産外商まで首尾一貫することで、地域経済の活性化に繋げていくという方法だ。 

 少子化対策へのアクションは、結婚支援や子育て支援の充実を地域住民に対してPRしていくということだけでなく、新しい目で自地域の魅力を棚卸 

 しし、外の人に対しても自信を持って地域をプロモーションしていける地域づくりにもつながるのだ。  

 

■自治体のとるべき連携について 

  今回の調査では、自治体として少子高齢化問題に取り組む際の「地域や民間企業等との連携の必要性」について尋ねている。最も必要としてい
る連携は「地域・地場企業との連携」５６.0％、次いで「市町村間の連携」３８.6％、「全国展開している民間企業との連携」２０.5％という結果だった。地
場企業との連携、それ以外の民間企業との連携をいずれも、重視している市町村が多いことが分かった。 

  

４．考察 

  ～今後の少子化対策に向けて官民連携で実現できること① 
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「雇用確保」、「雇用者の定住化による人口の社会増」、「マーケティングやノウハウの地域移転」など幅広い意味で、地場企業を含む民間企業との連
携によってもたらされる価値は大きい。平成２５年４月９日、人口減少、少子化に歯止めをかけようと、少子化問題に危機感を持ち子育て支援施策に
意欲的に取り組む県による「子育て同盟」が発足された。（平成２６年５月３０日から山口県が新たに加盟）。本同盟では、今年度から「子育て応援企
業の表彰・事例発表」を開始している。こうした有機的な地域の連携が、官民双方にとって、減少していく労働世代人口の確保、支援につながり、企
業が永続的に高いレベルの生産性を保つためにも必要不可欠である。 

 

 

■「少子化対策事業」の今後の展望 

  少子化対策、婚姻組数増大、若い世代の定住移住促進など、地域の目指す課題解決について、今回の調査と複数自治体のインタビューを通じ
て、多くの声が集まった。 

 婚外子率が低い日本においては、少子化対策には結婚支援が基盤となる。しかし若い世代が地域で安心して家族形成をしていくためには雇用問
題も解決しなければならない…まさに「何から手を付けていくべきか悩んでいる」という声が多かった。また、結果が出るまでに時間がかかることから、
継続的に予算確保をし続けるには覚悟が必要だという声もあった。一方、「今、始めなければ問題は先送りされるだけだ。とにかく、トライアンドエラー
で始めるべきだ」という意志をもち、ユニークな取組を開始している自治体も多かった。少子化に対しての地域の成功事例は、まだ「兆し」が見え始め
たところで、決定的な解決策が見いだせたとはいえない状況だ。しかし、歩みを止めずに、長期的な視野で、様々な取組にチャレンジし、努力を継続
していくことこそ、未来を拓くことにつながると感じた。 

 一方、結婚、妊娠、子育てを担っていく若い世代は、社会構造が大きく変化する中、彼らの「親世代」が信じてきた“よりよい「進学」、「就職」、「結
婚」”というモデルが現実と乖離し始めている。平成の生まれの彼らは、生き方の選択肢も広がり、若い世代の描く「家族像」や、「人生観」も大きく変
化しつつある。若い世代に対する「家族形成の支援」を検討する際に、特に焦点を当て研究するべきは、「結婚」に関する意識の変化と、障害の把握
だと考えている。家族形成のスタートは、「結婚」であり、どんな家族を創っていきたいか若い世代のイメージを実現するための支援が必要だ。すでに
親世代の「家族像」がモデルにならない時代を生きる若い世代にとっての「幸せ感」を実現するための支援を考える必要がある。 

 そのためには彼らが描く「家族像」や「未来への期待と不安」について、より詳細なマーケティングをしていかねばならない。定量的な調査によって
大きな変化を把握するとともに、モニタリングによる丁寧なマーケティングの双方により、ニーズに合致した支援策を提案していけることが重要だ。 

 今後、政策や地域資源を通じた、安心安全な「暮らし」を提供できる自治体に注目は集まる。都会では実現しえない、新しい「ライフデザイン」や「家
族像」を創造し、提供していく智慧の絞り方が求められていくだろう。 

  今年度の自治体の取組みの中でも、未来を担う「兆し」となる取組が見えてきた。官民連携による結婚啓蒙イベントや学生に向けたライフデザイン
研修、地域ごとに「婚姻カップル」を祝うような盛り上げ策など様々だ。若い世代の生活価値観が多様化している時代には、有効な打ち手は１つでは
ないと思われる。小さなヒットを打ち続ける勇気と、継続した取組のPDCAを回し続ける覚悟、そして、何より、地域と地域、官と民、消費者とサービス
提供者…それぞれの「連携」の輪を広げていくことで、「少子化対策」というこの大きなテーマに立ち向かうべきではないかと考える。今後の一層の連
携強化と、その中で生まれる新しい取り組みに期待をしたい。 

（文責/RMP総研グループGM 横山幸代） 

   

４．考察 

  ～今後の少子化対策に向けて官民連携で実現できること② 



【参考資料】 
各自治体の具体的な政策事例について 

「結婚、妊娠、出産、育児の切れ目ない支援政策」 



【具体的政策事例】－啓蒙教育、シティプロモ―ション事業 

■啓蒙教育、シティプロモーション事業 

 ◆企業との協働、企業の登録・認定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆若年層への啓蒙教育、支援策 
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都道府県 市町村名 事業名 事業内容 

愛媛県 愛媛県 ■共働き支援による出生率向上対策事業 

■ダブルインカム（共働き）支援キャンペーンの実施（企業と連携して、
広報啓発、企業の紹介、企業による共働き支援フェアの実施など）。 

■妊娠・出産・育児等と仕事の両立に関する情報提供（産休・育休制度の 
活用マニュアルの作成とWebサイトでの情報発信）。 

岐阜県 岐阜県 ■岐阜県子育て支援企業登録制度 
■仕事と家庭を共に大事にする職場環境づくりに積極的な企業を登録・支
援する制度。 

岐阜県 岐阜県 ■岐阜県子育て支援エクセレント企業認定
制度 

■県基準を満たす優良企業をエクセレント企業として認定、その取組を他
の企業へ普及する制度。 

熊本県 熊本県 ■子育て応援の店・企業推進事業 
■子育てを支援する企業等を応援団として募集・登録し、HPを通じて広
く周知する。 

都道府県 市町村名 事業名 事業内容 

愛媛県 愛媛県 ■えひめの次代を担う親づくり推進事業 

■大学生を対象として次の事業を実施。 

①ライフデザイン講座開設事業（外部講師を大学へ派遣し、結婚やワーク
ライフバランス、人生設計等に対する講義・ディスカッションを実施）。 

②乳幼児との体験交流事業（保育所や子育てサークル等に学生を派遣し、
乳幼児とその親との体験交流を実施）。 

③情報発信（学生向けに冊子やWEBサイトで有益な情報を提供）。 

山形県 鶴岡市 ■つるおかＵＩターンサポートプログラム
（※委託事業） 

■主に首都圏在住の若者を対象に、「仕事をつくる」体験を通じて、「Ｕ
Ｉターン」を人生の選択肢として検討するプログラムを実施。 

長野県 下諏訪町 ■子育てふれあいセンター運営事業 

■主に若い母親を対象に、経験豊富な高齢者のボランティアが、子育て講
座や、地元の食材を使った料理講座などを行っている。
http://www.town.shimosuwa.lg.jp/navi/kenko/pocket/kosodate1.ht
ml 

長野県 小布施町 ■小布施 × Summer School by H-LAB 
■高校生向けサマースクール。ハーバード大生をはじめとする海外大学生
による少人数授業。大学生・社会人と真剣に向き合う対話の場。小布施の
魅力を実感するワークショップ。（HP参照：http://obuse.h-lab.co/） 



■婚活支援事業 

 ◆周辺自治体と婚活パーティ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆婚活イベントを企画・運営する団体に補助金 
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【具体的政策事例】－婚活支援事業 

都道府県 市町村名 事業名 事業内容 

岡山県 矢掛町 
■井笠圏域結婚推進
事業 

■３市２町の広域的な結婚推進事業（カップリングパーティ）を開催し，出会い
の場を提供。 

島根県 松江市 
■出会いの場づくり
事業 

■島根県松江市、安来市、出雲市、鳥取県米子市、境港市等で構成する「出会い
の場づくり事業実行委員会」に対して補助金を交付し、実行委員会として婚活イ
ベントを開催。 

都道府県 市町村名 事業名 事業内容 

宮崎県 西都市 
■出逢い創出支援事
業 

■独身者の「出逢いの場づくり」等の活動をしている団体に対して支援を実施。
（HP参照：
http://www.city.saito.miyazaki.jp/display.php?cont=130704150056 ） 

宮崎県 日向市 
■婚活サポート事業
補助金 

■少子化や晩婚化及び未婚化が進むなか、独身男女の出会いのきっかけを応援す
る雰囲気の醸成及び地域や事業所等の結婚支援体制の充実に寄与することを目的
に、男女の出会いの場やきっかけづくりを行う事業に対し補助を行う。1団体15
万円上限。 

宮城県 栗原市 
■婚活促進事業費補
助金制度 

■独身の男女に出会いの場を提供する「婚活イベント」を実施する団体に対し、
イベント経費の一部を助成する。１事業につき上限３０万円。１団体につき、年
２回まで交付可。 http://www.kurihara-tju.jp/index.cfm/11,91,html  

山形県 庄内町 
■婚活支援事業補助
金 

■近隣市町村と協力して形成する婚活ネットワークに登録し、独身男女を対象に
したイベントや講習会を開催する団体に対し補助を行う。 

秋田県 横手市 ■若者交流事業 
■独身男女の出会いの場を創出するイベント等を企画する団体に対し、その事業
費の一部を補助。 



■婚姻・挙式支援事業 

 ◆結婚お祝い金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◆婚活イベントを企画・運営する団体に補助金 
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【具体的政策事例】－婚姻・挙式支援事業 

都道府県 市町村名 事業名 事業内容 

岩手県 一関市 
■縁結び支援事業 
（ハッピーブライダル応
援事業） 

■めぐりあいサポート事業、縁結び支援員事業により結婚し、１年以上市内
に住所を有し、婚姻関係が継続している等の要件を満たした夫婦に10万円を
交付。 
さらに、市内で披露宴等を行った場合10万円の加算。 

山梨県 南アルプス市 ■結婚祝金制度 
■過疎地域の住民が結婚し、夫婦がともに当該地域の住民として定住する意
志を有する者（１組50,000円）。 

秋田県 上小阿仁村 ■後継者結婚祝金事業 
■上小阿仁村に現に居住し、将来とも居住すると見込まれる者に対し、祝い
金を贈呈。 

大分県 豊後高田市 ■新婚さん応援事業 
■婚姻届提出後、市内に居住する夫婦に対し新婚生活応援金（1組10万円）
を交付（2年以上居住要件有り）。 

福島県 西会津町 ■結婚祝金 
■町に定住する新婚夫婦に10万円もしくは賃貸住宅の家賃６か月分（上限
38,000円/月）を支給。 

北海道 芦別市 ■「人生の節目」祝品贈
呈事業 

■結婚・出産した時に市内で使用できる商品券を贈呈。 
http://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/data/open/cnt/3/2195/1/kouh
ou21.pdf  

都道府県 市町村名 事業名 事業内容 

富山県 南砺市 ■ブライダル商品開発支
援事業 

■市内で利用されるブライダル商品等について、南砺市の地域資源等を活用
した商品開発や新企画等について調査し、事業化を推進。 
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【具体的政策事例】－新婚世帯支援事業 

■新婚世帯支援事業 

 ◆家賃補助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ◆その他 

 

都道府県 市町村名 事業名 事業内容 

茨城県 常陸大宮市 
■新婚家庭家賃助成金交付
制度 

■申請をする日の3年以内に婚姻届を提出した家庭で、夫婦共に40歳未満、民間賃貸住宅
の家賃が5万円以上、年間総収入金額が700万円以下又は総所得金額が510万円以下の世
帯に、月額1万円の家賃助成を行う。 

岐阜県 美濃市 
■美濃市新婚世帯家賃補助
金交付制度 

■美濃市内の民間賃貸住宅に入居する新婚世帯に対して家賃補助 
月額1万円（補助期間は24か月まで）。 

島根県 大田市 ■新婚さん住まい応援事業 ■夫婦いずれも４０歳未満の新婚世帯の民間住宅賃貸費用の一部を助成。 

大分県 豊後高田市 
■～新婚さん応援住宅～ 
 ハピネスステージ 

■市中心部にほど近いアパートを新婚さん専用の市営住宅として改修しました。内装水回
りの整備や間取り変更など若いカップルのニーズに合うようリニューアル。広々３ＤＫ、
駐車場代込みで家賃はなんと４万円。 

富山県 射水市 
■きららか射水移住支援事
業 

■本市に自らが定住する目的で「射水市空き家情報バンク」に登録されている空き家を購
入される方に対し、その経費の一部を補助。 

富山県 南砺市 
■南砺市民間賃貸住宅居住
補助金 

■新婚世帯に月額１万円（２年間）。 
市外からの転入世帯でかつ新婚世帯は月額２万円（２年目は１万円）。 
http://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=12151 

福岡県 筑後市 ■新婚世帯家賃支援事業 ■市内の賃貸住宅に入居する新婚世帯に、家賃の一部を最大36万円支給。 

愛媛県 愛媛県 ■愛顔の結婚生活応援ガイド
ブック作成事業 

■○掲載例 
・妊娠・出産の適齢期など最新の母子保健情報。 
・育児休業制度などWLBに関する施策。 
・男性の育児や家庭参加促進情報。 
・子ども・子育て支援新制度の概要。 
・妊娠や出産に関する各種制度や困ったときの様々な相談窓口。 
・新生児に対するサービス制度、保育所・幼稚園などの子育て支援情報。 
○作成方法 
  県内を５地域に分けてガイドブックを作成。 

北海道 ニセコ町 ■地産地消・販売促進事業 ■婚姻届を提出した世帯に対し、ニセコ町産米５キログラムの引き換え券を進呈。 
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【具体的政策事例】－子育て支援事業 

■子育て支援事業 

 

 
都道府県 市町村名 事業名 事業内容 

愛知県 設楽町 ■出産奨励 ■出産２人目５万円、３人目１０万円、４人目から２０万円の報奨金支給。 

愛媛県 新居浜市 
■こども医療費助成制
度 

■平成２５年４月より小中学校の入院医療費の助成を開始。また、平成２６年４月より
小学校終了前までの子どもの歯科外来診療に係る医療費助成を開始（乳幼児は入院、通
院とも無料）。 

茨城県 常陸大宮市 
■保育料の助成 
 
 

■同一世帯から2人以上同時に保育所等へ入所している場合2人目以降の保育料を半額。 
第3子以降の場合保育料は免除。ただし，認可外保育施設の場合は認可保育所の保育料
の階層に合わせた額を補助。 

広島県 安芸太田町 
■チャイルド、ベビー
シート購入、レンタル
費用の一部助成事業 

■チャイルドシート・ベビーシートなどの購入、レンタル費用について、１万円を上限
に助成。 

愛媛県 新居浜市 
■子育て用品リユー
ス・リース 
補助事業 

■不要となったベビーベット、ベビーカー、チャイルドシートで再利用可能なものを回
収、修理して、必要としている子育て家庭に提供（リユース） 
■ベビーベット、ベビーカー、チャイルドシートについて、レンタル品を利用する方に、
リース料金の半額を助成（上限あり）（リース） 

北海道 更別村 
■子育て支援用具無償
貸付 
 

■乳幼児の子育てをしている家庭にたいして、ベビーベッド、ベビーカー等の子育て支
援用具を無償で貸付。 
（ＨＰ参照：http://www.sarabetsu.jp/cms/index.php?ID=68 ） 
 

愛媛県 愛媛県 
■愛顔の赤ちゃんふれ
あい授業開催事業 

■中学生を対象として次の事業を実施。 
◆赤ちゃんふれあい授業。 
◆命のついての意見交換授業。 

山口県 山口県 
■イクメン育成プロ
ジェクト 

■男性の育児参加や働き方の見直しを推進するため、お父さんの育児手帳の配布とイク
メンセミナーを開催する。 

秋田県 湯沢市 
■ブックスタート事業 
 

■７ヶ月児健診時に絵本の紹介や読み聞かせ会、絵本のプレゼントを実施。 
 


